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不開示理由等 所管局部課等

1 R7.1.7 R7.3.7

令和4年度　大学研究者による
事業提案制度　提案企画書
【様式3】提案事業名「都会型
太陽電池による創電・蓄電の
強化推進事業」

1
財務局主計部
財政課

2 R7.1.7 R7.3.7

・2023年8月24日付け財務局主
計部財政課宛てメール
・令和4年度及び令和5年度の
「提案事業が事業化対象と
なった大学研究者一覧」及び
「提案事業が事業化対象とな
らなかった大学研究者一覧」
・令和5年度大学研究者による
事業提案制度　提案企画書
【様式３】提案事業名「コ
ミュニケーション・バリアフ
リー社会の実現に向けた東京
デフ・モデル事業」
・令和5年9月11日付５財主財
第146号「大学研究者による事
業提案制度における有識者等
による審査結果及び都民によ
る投票結果の通知について」

1 1 1

・宛先、送信者氏名、送信者アドレス、メール本文
第７条第２号：個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特
定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にす
ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
条例第７条第６号：
内容を公にすることにより、都に対する率直な意見や提案にためらいが生じるとともに、都への信頼が損なわれる
こととなり、「大学研究者による事業提案制度」事業の適正な運営に支障が生じるおそれがあるため。
・「提案事業が事業化対象とならなかった大学研究者　一覧」の大学名、提案者氏名、各項目（公共性、有効性、
実現可能性、費用対効果及び連携の必要性）の審査結果、得票数
条例第７条第２号：個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、
公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
条例第７条第６号：提案者を識別できる情報や事業化対象とならなかった事業の審査結果の詳細を公にすることに
より、提案者からの積極的な提案を減少させるおそれがあり、今後の「大学研究者による事業提案制度」事業の適
正な運営に支障が生じるおそれがあるため。
・提案者（所属大学）、「２．提案事業の目的等」の一部、「３．提案事業の内容」の一部、「４．提案事業の意
義等」の一部、「10．国や企業から補助金・寄付金を受けている経費」の一部
条例第７条第２号：個人に関する情報であり、また、公表されている事業名と「大学名」や「提案企画書」に記載
の情報を組み合わせることにより、特定の個人を識別することができるため。
・（案２）の各項目（公共性、有効性、実現可能性、費用対効果及び連携の必要性）の点数配分
条例第７条第６号：各項目の点数配分が公になることにより、有識者審査の基準が明らかとなり、公平・公正な有
識者審査はもとより、「大学研究者による事業提案制度」の事業化対象候補選定の適正な遂行に支障が生じるおそ
れがあるため。
・「提案事業が事業化対象とならなかった大学研究者　一覧」の大学名、提案者氏名、各項目（公共性、有効性、
実現可能性、費用対効果及び連携の必要性）の審査結果、得票数
条例第７条第２号：
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別
することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、
なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
条例第７条第６号：
提案者を識別できる情報や事業化対象とならなかった事業の審査結果の詳細を公にすることにより、提案者からの
積極的な提案を減少させるおそれがあり、今後の「大学研究者による事業提案制度」事業の適正な運営に支障が生
じるおそれがあるため。

財務局主計部
財政課

3 R7.1.7 R7.3.7

令和元年度～令和6年度の「大
学研究者による提案制度」の
投票期間で、大学名の対外的
公表や特定事業に対する投票
呼びかけなど不正の疑いに関
する通報を受けて、都と提案
者とのやり取りを記した全て
の文書

1 請求に係る文書を作成及び取得しておらず、存在しないため。
財務局主計部
財政課

4 R7.2.10 R7.3.28

・用地測量調査委託その１
（単価契約）東京都江戸川区
新堀一丁目○○測量成果簿
平成27年9月
・土地境界立会書
・土地境界確認書

162 1 1 1
・個人（の財産）に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるため
・公にすることにより、犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

財務局財産運
用部活用促進
課

5 R7.2.15 R7.3.25
2010年度以降の、各定例会提
出予定工事請負議案一覧

63 1
財務局経理部
契約第一課

6 R7.2.27 R7.3.13

①議案の送付について（令和
２年９月11日２財主議第307
号）
②議案文（第164号議案「東京
都行政手続等における情報通
信技術の利用に関する条例の
一部を改正する条例」）
③令和２年第三回東京都議会
定例会提出予定議案件名表
④令和２年第三回定例会提出
予定案件説明資料

1 1
財務局主計部
議案課

7 R7.2.27 R7.3.10

東京都が2013（H25）年度に国
から購入した「衆議院高輪議
員宿舎跡地」（港区高輪３丁
目）に係る東京都が国と交わ
した国有財産売買契約書

5 1
財務局財産運
用部管理課

8 R7.3.24 R7.3.27
債務承認及び分納誓約書(様式
６・様式18）

2 1
財務局主計部
財政課

決定区分 （根拠規定）条例７条


